
５

お
知
ら
せ

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

証
明
書
や
領
収
書

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
（
自
己
負
担
分
）

　

左
表
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
あ
る
場
合

は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
で
補
填
さ

れ
る
金
額
を
除
き
、「
医
療
費
控
除
」
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

●
お
む
つ
代
は
、「
医
療
費
控
除
」
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

寝
た
き
り
や
認
知
症
ま
た
は
治
療
上
お

む
つ
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
医
師
が

発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
に
よ

り
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
に
証
明
書
が
必

要
な
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を

受
け
る
の
が
二
年
目
以
降
の
人
は
、「
お

●
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
料
や
健
康
保
険
料
の
社
会
保

険
料
は
、「
社
会
保
険
料
控
除
」
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
年
金
か
ら
天
引
き（
特
別
徴
収
）さ
れ
た

介
護
保
険
料
は
、
ご
自
身
の
納
付
と
な

り
ま
す
。
従
っ
て
、
生
計
同
一
者
の
控

除
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

対
象
と
な
る
金
額　

平
成
十
九
年
中
に
納

付
し
て
い
た
だ
い
た
保
険
料
額

※
介
護
保
険
料
の
納
付
金
額
は
、
一
月
末

む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
わ
る
「
確
認
書
」

を
、
町
が
要
介
護
認
定
主
治
医
意
見
書
の

内
容
を
も
と
に
発
行
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
福
祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
後
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
費
用　

平
成
十
九
年
中
に
か

か
っ
た
お
む
つ
代

申
告
に
必
要
な
も
の　

お
む
つ
使
用
証
明

書
ま
た
は
確
認
書
・
領
収
書

●
要
介
護
認
定
を
受
け
た
人
は
、「
障
害
者

控
除
・
特
別
障
害
者
控
除
」
の
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

障
害
者
控
除
・
特
別
障
害
者
控
除
の
対

象
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
で
す
が
、
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
人
で
も
、「
年
齢
が
六
五
歳

以
上
の
人
で
、
精
神
又
は
身
体
に
障
害
が

あ
り
、
そ
の
障
害
の
程
度
が
障
害
者
に
準

ず
る
と
町
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
」
は

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

認
定
の
手
続
き　

要
介
護
認
定
訪
問
調
査

の
内
容
を
も
と
に
判
定
を
行
い
、
対
象

と
な
る
場
合
は
、
障
害
者
控
除
・
特
別

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
発
行
し

ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人

は
、
福
祉
課
へ
問
い
合
わ
せ
後
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

町
が
発
行
し
た
障

害
者
控
除
・
特
別
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書

問
合
せ　

福
祉
課　

�
内
線
二
三
一
〜
二
三
三

　

東
海
地
震
を
は
じ
め
、
い
つ
大
き
な
地

震
が
来
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
で
す
。

　

災
害
の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
消
防
機
関
な
ど
に
よ
る
十
分
な
防
災

活
動
は
、
す
ぐ
に
は
望
め
ま
せ
ん
。
建
物

の
倒
壊
に
よ
る
道
路
の
寸
断
な
ど
が
救
助

活
動
を
妨
げ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
火
災
の
延

焼
を
防
ぎ
、
が
れ
き
の
下
敷
き
に
な
っ
た

人
を
助
け
出
し
て
傷
の
手
当
て
を
し
た
の

は
、
家
族
や
近
所
の
人
で
し
た
。

　

ま
た
、
全
国
か
ら
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
駆
け
つ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
救
援
活
動

を
行
い
ま
し
た
。

　

被
災
地
の
中
で
も
、
日
ご
ろ
か
ら
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
盛
ん
な
地
区
ほ
ど
、

救
援
活
動
や
復
興
に
お
い
て
目
覚
し
い
活

動
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
非
常
時
に
自
主
的

な
防
災
活
動
が
効
果
的
に
行
わ
れ
る
た
め

に
は
、
平
常
時
か
ら
地
域
に
お
い
て
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
行

う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

防
災
意
識
を
高
め
、
万
全
の
心
構
え
を

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

消
防
本
部

　

�
八
七
六－

〇
一
一
九　

内
線
三
一
五

一
月
十
五
日
〜
二
一
日
は
防
災
と
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間
、
一
月
十
七
日
は

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
で
す
。

施設介護サービス居宅(在宅)介護サービス

●次の施設サービス費の
自己負担額（介護費用、
居住費及び食費）
①介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
　地域密着型介護老人福
祉施設
②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
※②③については、診
療・治療上必要な「特
別室の使用料」も対象
となります。

●「ケアプラン」に基づいた次
の医療系サービス（介護予
防を含む）

①訪問看護
②訪問リハビリテーション
③居宅療養管理指導
④通所リハビリテーション
（デイケア）

⑤短期入所療養介護
（医療系施設のショートステ
イ）

●上記①～⑤のサービスと併
せて利用した場合は、次の
サービスも対象となりま
す。（介護予防を含む）

○訪問介護（ただし生活援助
を除く）

○夜間対応型訪問介護
○訪問入浴介護
○通所介護（デイサービス）
○認知症対応型通所介護
○小規模多機能型居宅介護
○短期入所生活介護
（福祉系施設のショートステ
イ）

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

施設の種類により異なり
ます
①介護老人福祉施設は自
己負担額の２分の１
②介護老人保健施設は自
己負担額の全額
③介護療養型医療施設は
自己負担額の全額

居宅サービス費の自己負担額
（介護費用、短期入所療養介
護の居住費、通所リハビリ
テーション（デイケア）と短
期入所療養介護の食費）

対
象
と
な
る
費
用

介護保険施設が発行し
た領収書

居宅サービス事業者が発行
した領収書

申
告
に
必
要
な
も
の

　

平
成
十
九
年
中
（
一
月
一
日
か
ら
十
二
月

三
一
日
）
に
お
支
払
い
頂
い
た
介
護
保
険

料
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
料（
自
己
負
担
分
）は
、

所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
・
県
民
税
申
告

の
際
に
所
得
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
に
関
す
る
費
用
を

確
定
申
告
さ
れ
る
皆
さ
ん
へ



広
報
は
や
ま
１
月
号
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鎌
倉
税
務
署

か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署 
個
人
課
税
第
一
部
門

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一
㈹

◆
確
定
申
告
書
は
、 

　

ご
自
分
で
書
い
て
提
出
は
お
早
め
に

　

税
務
署
窓
口
で
、
所
得
税
・
贈
与
税
・

消
費
税
に
つ
い
て
の
相
談
と
申
告
書
の
受

付
を
し
ま
す
。
土
日
祝
日
は
開
署
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
二
月
二
四
日（
日
）・
三
月
二

日（
日
）に
限
り
確
定
申
告
書
作
成
の
ア
ド

バ
イ
ス
や
申
告
書
の
受
付
を
し
ま
す
。

※
税
務
署
の
駐
車
場
は
四
月
上
旬
ま
で
利

用
で
き
ま
せ
ん
。臨
時
駐
車
場
も
な
い
の

で
、
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
各
申
告
書
は
郵
送
、
税
務
署
の
時
間
外

文
書
収
受
箱
へ
の
投
函
に
よ
り
提
出
で

き
ま
す
。

受
付
期
間

①
所
得
税　

　

二
月
十
八
日（
月
）〜
三
月
十
七
日（
月
）

※
所
得
税
の
還
付
申
告
の
場
合
は
、
一
月

中
で
も
申
告
書
を
提
出
で
き
ま
す
。
還

付
金
の
受
け
取
り
は
、
銀
行
・
郵
便
局

な
ど
の
預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
が
便

利
で
す
。

②
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）

　

一
月
四
日（
金
）〜
三
月
三
一
日（
月
）

③
贈
与
税　

　

二
月
一
日（
金
）〜
三
月
十
七
日（
月
）

◆
年
金
受
給
者
・
新
規
住
宅
取
得
者 

な
ど
の
た
め
の
申
告
指
導
相
談
会

　

年
金
受
給
者
・
給
与
所
得
者
で
、
所
得

税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
等
の
還
付

申
告
を
す
る
人
の
申
告
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。

対
象
外　

事
業
・
不
動
産
・
譲
渡
（
土
地
・

建
物
・
株
式
等
）
の
あ
る
人

日
時　

二
月
八
日（
金
） 
九
時
三
〇
分
〜

十
六
時
三
〇
分
（
十
二
時
〜
十
三
時
除

く
。
受
付
は
十
五
時
三
〇
分
ま
で
。
相

談
者
多
数
の
場
合
は
早
め
に
受
付
を
終

了
し
ま
す
）

場
所　

福
祉
文
化
会
館

◆
税
理
士
会
が
行
う
小
規
模
納
税
者
の 

方
な
ど
の
た
め
の
無
料
申
告
相
談

　

小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
や
消
費
税
、

年
金
受
給
者
や
給
与
所
得
者
の
所
得
税
の

申
告
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
ま

す
。

対
象
外　

譲
渡
所
得
が
あ
る
、
相
談
内
容

が
複
雑
、
所
得
金
額
が
高
額
の
場
合

（
税
務
署
で
指
導
を
受
け
る
か
、
税
理

士
の
有
料
相
談
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。）

日
時　

一
月
三
一
日（
木
）・
二
月
一
日

（
金
）　

九
時
三
〇
分
〜
十
六
時
（
十
二

時
〜
十
三
時
除
く
、
受
付
は
十
五
時
ま

で
。
相
談
者
多
数
の
場
合
は
早
め
に
受

付
を
終
了
し
ま
す
）

場
所　

福
祉
文
化
会
館

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

①
e －

T 
a x
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
）
で
、
平
成
十
九
年
分
以
後
の

所
得
税
の
申
告
を
す
る
場
合
、
一
定
の
第

三
者
作
成
書
類
の
添
付
を
省
略
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
本
人
の
電
子
署
名
と
電
子
証
明

書
を
付
し
て
電
子
申
告
し
た
場
合
、
所
得

税
額
か
ら
五
千
円
（
そ
の
年
分
の
所
得
税

額
を
限
度
）
を
平
成
十
九
年
分
か
二
〇
年

分
の
い
ず
れ
か
一
回
控
除
で
き
ま
す
。

　

利
用
す
る
に
は
事
前
に
利
用
開
始
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
e－

T 
a 
xhttp://w

w
w
.e-tax.nta.go.jp

②
申
告
書
を
作
成

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し
た
申
告
書

な
ら
郵
送
で
税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。

国
税
の
各
種
情
報
も
分
か
り
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nta.go.jp

③
国
税
の
よ
く
あ
る
質
問
・
回
答
は

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.nta.go.jp/taxansw

er

◆
所
得
税
の
確
定
申
告 

　
　
　
　

町
役
場
で
も
受
付

　

所
得
の
種
類
が
給
与
か
年
金
の
み
で
、

医
療
費
控
除
な
ど
の
諸
控
除
を
受
け
る
場

合
は
、
役
場
で
も
所
得
税
の
申
告
相
談
を

し
て
い
ま
す
。

日
時　

二
月
十
八
日（
月
）〜
三
月
十
七
日

（
月
）（
閉
庁
日
を
除
く
）

時
間　

九
時
〜
十
六
時

　
（
十
二
時
〜
十
三
時
は
除
く
）

場
所　

役
場
四
階
大
会
議
室

町
役
場
で
申
告
相
談
が
で
き
な
い
内
容

　

次
の
所
得
が
あ
っ
た
り
、
控
除
を
受
け

た
り
す
る
人
は
、
鎌
倉
税
務
署
で
申
告
相

談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
配
当
所
得
、

報
酬
に
係
る
雑
所
得
（
原
稿
料
や
講
演

料
等
）、
一
時
所
得
（
生
命
保
険
契
約
等

に
基
づ
く
一
時
金
等
）、
譲
渡
所
得
（
土

地
、
建
物
、
株
式
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
等
）

�
災
害
や
盗
難
等
に
伴
う
雑
損
控
除
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
等

仮
収
受

　

で
き
あ
が
っ
て
い
る
確
定
申
告
書
・
消

費
税
申
告
書
は
、
所
得
や
控
除
の
種
類
に

関
係
な
く
、
役
場
で
二
月
一
日（
金
）か
ら

仮
収
受
を
は
じ
め
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課 

　

�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三



７

お
知
ら
せ

所
得
税　

税
率
が
変
わ
っ
て
い
ま
す

　

税
源
移
譲
に
よ
る
平
成
十
九
年
度
の
住

民
税
の
一
律
化
と
共
に
、
平
成
十
九
年
分

の
所
得
税
の
税
率
も
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

　

損
害
保
険
料
控
除
が
変
わ
り
、
短
期
損

害
保
険
料
が
廃
止
さ
れ
、
地
震
保
険
料
控

除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
十
九
年
以

降
に
地
震
保
険
料
と
し
て
支
払
っ
た
金
額

の
二
分
の
一
（
限
度
額
は
二
万
五
千
円
）

が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
十
八

年
十
二
月
三
一
日
ま
で
に
締
結
し
た
長
期

損
害
保
険
契
約
等
（
地
震
保
険
料
控
除
の

適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
）
に
係
る
保

険
料
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り

損
害
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
一
つ
の
契
約
に
地
震
保
険
料

と
旧
長
期
損
害
保
険
料
が
あ
る
場
合
は
、

い
ず
れ
か
一
方
が
控
除
対
象
に
な
り
ま
す
。

住
民
税　

六
五
歳
以
上
の
人
へ
の 

非
課
税
措
置
が
廃
止

　

平
成
十
七
年
一
月
一
日
に
お
い
て
六
五

歳
に
達
し
て
い
た
人
（
昭
和
十
五
年
一
月

二
日
以
前
生
ま
れ
）
の
非
課
税
措
置
が
全

廃
に
な
り
、
県
民
税
超
過
課
税
率
（
所
得

割
〇
・
〇
二
五
％
・
均
等
割
三
百
円
上
乗

せ
）
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

住
民
税　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

平
成
十
九
年
分
か
ら
所
得
税
の
税
率
が

変
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、
平
成
十
一
年
か

ら
平
成
十
八
年
中
に
入
居
し
、
所
得
税
に

お
い
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
額
を
昨

年
ま
で
控
除
で
き
た
人
が
、
今
後
所
得
税

に
お
い
て
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
税
額
控
除

を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
、
住
民
税
で

も
税
額
控
除
を
す
る
制
度
が
平
成
二
八
年

度
ま
で
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

住
民
税
で
も
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

を
受
け
る
に
は
、毎
年
専
用
の「
市
町
村
民

税
・
道
府
県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

申
告
書
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
者　

�
平
成
十
一
年
か
ら
十
八
年
中

に
入
居
し
、

①
給
与
所
得
の
み
で
年
末
調
整
を
済
ま
せ

た
場
合

　

�
源
泉
徴
収
票
の
源
泉
徴
収
税
額
が
〇

円
で
、
�
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
可
能

額
が
あ
る
人

②
確
定
申
告
を
す
る
場
合

　

所
得
税
額－

配
当
控
除
額＜

住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
額
と
な
る
人

申
告
方
法

①
給
与
所
得
の
み
で
年
末
調
整
を
済
ま
せ

た
場
合

　
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
（
給
与
収
入
の
み
を
有
し
て
お
り
確
定

申
告
書
を
提
出
し
な
い
納
税
者
用
）」と
源

泉
徴
収
票
を
一
月
一
日
の
住
所
地
の
市
区

町
村
へ
提
出
す
る
。

②
確
定
申
告
を
す
る
場
合

　
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
（
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
納
税
者

用
）」と
確
定
申
告
書
を
税
務
署
か
一
月
一

日
の
住
所
地
の
市
区
町
村
へ
提
出
す
る
。

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
」
の
入
手
方
法

　

税
務
署
・
市
区
町
村
の
税
務
課
の
窓
口

申
告
期
間　

　

二
月
十
八
日（
月
）〜
三
月
十
七
日（
月
）

控
除
額

　

①
か
②
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額－

③

①
前
年
の
所
得
税
に
係
る
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
額

②
平
成
十
八
年
の
税
率
で
計
算
し
た
前
年

の
総
合
所
得
分
の
所
得
税
額
＋
前
年
の

税
率
で
計
算
し
た
前
年
の
分
離
課
税
分

の
所
得
税
額－

配
当
控
除
額
・
投
資
・

リ
ー
ス
税
額
・
免
除
肉
用
牛

③
前
年
の
税
額
控
除
前
の
所
得
税
額

問
合
せ　

税
務
課　

　

�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三

  
平
成
十
九
年
分
所
得
税
・

  
平
成
二
〇
年
度
住
民
税
の
税
制
改
正

平成１９年分以降の所得税の税率

税率課税標準（円）

５％　　１，０００～　１，９５０，０００

１０％－　　９７，５００円１，９５０，００１～　３，３００，０００

２０％－　４２７，５００円３，３００，００１～　６，９５０，０００

２３％－　６３６，０００円６，９５０，００１～　９，０００，０００

３３％－１，５３６，０００円９，０００，００１～１８，０００，０００

４０％－２，７９６，０００円１８，０００，００１以上

８�

１� １� ４５４�
４００，０００�

２１０�１００�０００�

１６３�

２５�○� ３� ３�

０００�

５０�０００�２９７�５００�○�

０００�

平成１４年７月１３日入居�
←
�

□□□市△△△町○○－○○�

（株）×××� ０００－０００－００００�

葉山町　堀内　２１３５�

葉山　太朗�

タロウ�ハヤマ�

０００�６�０００�０００�２�３７４�２１０� ０�

�� ��
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広
報
は
や
ま
１
月
号

８

葉
山
町
長
選
挙　

葉
山
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙

投
票
日
は
1
月　

日（
日
）で
す

20

●
投
票
所

　

下
記
の
町
内　

ヶ
所
の
投
票
所

１０

●
投
票
所
で
投
票
で
き
る
人

�
昭
和　

年
１
月　

日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

６３

２１

�
転
入
の
届
出
を
平
成　

年　

月　

日
ま

１９

１０

１４

で
に
さ
れ
た
人
で
引
き
続
き
投
票
日
ま

で
葉
山
町
に
住
所
を
有
す
る
人

※
葉
山
町
か
ら
転
出
し
た
人
は
投
票
で
き

ま
せ
ん
。

�
投
票
所
の
入
場
券
は
、
ハ
ガ
キ
に
２
人

連
記
さ
れ
、
各
世
帯
に
郵
送
し
ま
す
。

ご
自
分
の
入
場
券
を
切
り
離
し
て
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

●
告
示
日
（
立
候
補
届
出
日
）

日
時　

１
月　

日（
火
）

１５

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

●
開
票
開
始
日
時
と
場
所

日
時　

１
月　

日（
日
）

２０

　

午
後
８
時　

分
か
ら

４５

場
所　

葉
山
小
学
校
体
育
館　

●
選
挙
公
報

　

候
補
者
等
の
氏
名
・
政
見
な
ど
を
お
知

ら
せ
す
る
選
挙
公
報
は
、
朝
日
・
読
売
・

毎
日
・
神
奈
川
・
東
京
・
産
経
・
日
本
経
済
の

７
新
聞
に
新
聞
折
込
み
を
し
ま
す
。

　

７
新
聞
の
購
読
を
さ
れ
て
い
な
い
世
帯

の
人
は
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
お
知
ら
せ

い
た
だ
く
か
、
町
内
の
公
共
施
設
や
ス
ー

パ
ー
・
金
融
機
関
・
商
店
等
に
も
「
選
挙

公
報
ボ
ッ
ク
ス
」
を
設
置
し
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

●
期
日
前
投
票
（
不
在
者
投
票
）

　

投
票
日
に
、
仕
事
や
旅
行
・
冠
婚
葬
祭

な
ど
や
む
を
得
な
い
理
由
で
投
票
に
行
け

な
い
人
が
、
前
も
っ
て
投
票
が
で
き
る
制

度
で
す
。

◆
投
票
日
時
と
場
所

日
時　

１
月　

日（
水
）〜
１
月　

日（
土
）

１６

１９

　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
８
時
ま
で

３０

場
所　

町
消
防
庁
舎
１
階
会
議
室

◆
持
参
す
る
も
の

投
票
所
入
場
券
（
お
手
元
に
届
い
て
い

る
場
合
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。）

◆
葉
山
町
以
外
で
不
在
者
投
票
を
す
る
場
合

　

投
票
日
当
日
、
葉
山
町
に
不
在
で
他
県
・

市
区
町
村
へ
行
く
場
合（
出
張
・
旅
行
等
）、

利
用
で
き
る
不
在
者
投
票
で
す
。
あ
ら
か

じ
め
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
病
院
・
施
設
等
で
の
不
在
者
投
票

　

入
院
さ
れ
た
病
院
等
が
指
定
さ
れ
た
場

所
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
所
で
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。
病
院
の
事
務
室
に
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

◆
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
障
害
者
手
帳
や
知
事
発
行
の
証
明

書
を
お
持
ち
の
障
害
の
あ
る
人
は
、
自
宅

で
不
在
者
投
票
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
利
用
す
る
場
合
は
、
事
前
に
選
挙
管

理
委
員
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
葉
山
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

　

昨
年　

月　

日
現
在
、
１
名
の
欠
員
が

１２

１１

生
じ
た
た
め
、
こ
れ
を
補
欠
す
る
た
め
の

選
挙
を
町
長
選
挙
と
同
時
に
実
施
す
る
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
選
挙
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
、
全
戸
配
布
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会　

�
内
線
四
四
一

第３投票区
投　票　所

御用邸�

長者ヶ崎�

葉山公園入口�

投票所●�

上
山
口�

下山口会館

第１投票区
投　票　所

平成橋�

不動橋�

投票所●�

第１分団�
消防詰所�

バス停� 池
上�

上
山
口�

木古庭会館

第４投票区
投　票　所

投票所●�
玉蔵院 卍�

バス停�

コンビニ�

葉山大道�

御
用
邸�

役 場 跡 地
仮 設 建 物

第５投票区
投　票　所

葉山小学校�

消防署�

葉山大道�

バス停�

向原�

●
投
票
所�

葉
山
町
役
場�

文�

葉山町役場第６投票区
投　票　所

県道森戸海岸線�

御用邸方面�

役場方面�

逗子方面�

風早橋方面�

投票所●�

向原交差点�

光　徳　寺
仮 設 建 物

投
票
時
間　
　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

第２投票区
投　票　所

杉山神社�

工房�

木古庭方面� 滝の坂方面�

●投票所�

上山口会館

投
票
所



９

お
知
ら
せ

第７投票区
投　票　所

明照幼稚園�

相福寺�卍�

堀内児童遊園�

元町バス停�

投票所�
●�

堀 内 会 館第１０投票区
投　票　所

桜山低区配水池�

イトーピア�

才戸坂上�

葉桜会館・葉桜児童館�
逗葉新道�

逗子�

●�投票所�

葉桜児童館 第９投票区
投　票　所

●�

長
柄
橋�

御
霊
神
社�

逗葉新
道�

葉桜方面�

川久保�

投票所�

長 柄 会 館 第８投票区
投　票　所

投
票
所
●�

逗
葉
新
道�森

戸
川�

逗子方面�

川下橋�

下小路橋�

風早橋�

役場方面�

ＧＳ�

長柄トンネル�
方面�

長柄交差点�

長柄下会館

顔�顔�

民生委員・児童委員の皆さん
　民生委員・児童委員の
一斉改選に伴い、１２月１
日付をもって５０人の皆さ
んが民生委員・児童委員
として厚生労働大臣の委
嘱を受けました。
　民生委員・児童委員は、
行政と地域住民のかけ橋
として、行政サービスの
利用に関する助言等を行
います。
　民生委員・児童委員に
は守秘義務があり、相談
内容についての秘密は守
られますので、安心して
ご相談ください。
問合せ　福祉課
　�内線２３１

　１１月１５日、
２００７防火ポス
ターコンクー
ル表彰式が行
われました。
７４点の応募の
中から１０作品
が選ばれまし
た。

電話氏名担当地域等字
８７８－６１６５秋山　裕子入、後山２、広尾、沢田木

古
庭

８７８－７３２３宮田　路子アラク、高祖坂、光団地
８７８－７４２９岩澤美沙子大沢、刈山、藪、後山１
８７８－７７３７坂田　洋子大沢谷、寺前、栗坪、新沢上

山
口

８７８－６８５９宮川　政令新唐木作、間門、京浜団地
８７８－７２１９永津　雄子新大沢、正吟
８７５－５９４６須藤トクエ新１～１３－１、４１

下
山
口

８７５－３１１１沼田　東治１３－２～１４、
１６～２６、４２～４４

８７５－２３０５沼田　利平１５、２７～４０
８７６－２１８５酒谷　長之新葉山一色台（一色含む）

８７６－２６１３小池世津子新第１　１～１１－１、
第２平の越１、２

一　
　

色

８７５－８０５０鈴木　仁子新第１　１５～２５

８７６－２５７４市川　美惠新第１　１１－２～１４－４、
２６～２９－２

８７６－１０３１西部　民子第２　１～１６
８７５－５２８７永野　洋子第２　１７～３３
８７５－９２５０中川　智子新パークド葉山四季

８７５－５３４０上野　英樹第３　８～２０
葉山エコー会

８７５－０８７６梶山　淑子第３　１～７、２１～２３
８７５－９３３５梶山　悦子第３　２４～３９
８７５－４８４４鈴木　佳子新第４
８７５－５０８４成川　恒子第５
８２７－６５２０森田ゆかり新芝崎

未　定堀内含む、つつじケ丘

※「新」は、新任の委員

電話氏名担当地域等字
８７５－７０３５角田みさよ新鐙摺、諏訪町

堀　
　

内

８７５－５６８３鈴木　鞠子新三ケ浦
８７５－５３３１佐藤美矢子あずま７、８、１３～２０
８７５－０３７１岡本　和江あずま１～６、９～１２

８７５－１７２４鈴木　順子
木の下
１～８、１０、２０、２１、２３、
２４、２６、２７、２９、３１、３３

８７５－３０５１高岸　義一木の下
９、１１～１９、２２、２５、２８、３０、３２

８７５－１７３１齋藤　チイ元町たかさご会
８７５－２５１７中川　進一森戸
８７５－１９８１鈴木　邦子真名瀬

８７７－４４４７柿本　啓子新向原９、１０、１４～２４、２６、２８、
３０、３４、３６～４０、４２～４４

８７５－４５２２中村　宜子向原１～８、１１～１３、２５、
２７、２９、３１～３３、３５、４１

８７５－０５０７有友　光代牛ケ谷８～１３、
１５、１６、２０、２２、２５、２７～３１

８７５－７２２９加藤　照子新牛ケ谷１～７、１４、１７～
１９、２１、２３、２４、 ２６

８７５－５２８２田村由美子新東伏見台
８７５－８７７９君島　節子中２

長　
　

柄

８７５－３７７５相澤　寶子下
８７５－３８３８杉浦　佑子中１
８７５－２８１５荒井ヨシ子上
８７５－５１９８丸山　怜子葉桜１、４ブロック
８７５－５１９９松元　眞子葉桜２、６、８ブロック
８７６－２３４６田中ひろ子葉桜３ブロック
８７５―６０７０杉浦　強司葉桜５ブロック
８７５－７３４９徳岡　昭夫新イトーピアＡＢＣブロック
８７５－６９４０篠原　幸夫新イトーピアＤＥＦブロック
８７５－６４５３山本　牧人イトーピアＧＨブロック
８７８－７４９０鹿嶋　千尋新主任児童委員
８７５－３６５４羽田志津枝主任児童委員
８７５－８９７２横田　眞澄主任児童委員
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